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次に、RC造建物の劣化を総合的に評価するために、上記 7項目について次のような考え方

で配点した。

① 経年変化

RC造建物を構成する各部材の経年劣化は、前述のように各要因で異なり、新築以降の経過

年数では一義的に評価できないが、一般的に建物の劣化は経年に比例すると考えられ、健全度

を支配する高い要因であることから配点は 25点とした。

② 鉄筋腐食度

RC造建物の損傷は、終局的には鉄筋のさびの膨張力による被覆コンクリートの剥落となっ

て現われ、コンクリート耐力や鉄筋耐力が著しく低下することにある。健全度を支配する高い

要因であることから配点は 25点とした。

③ コンクリートの中性化深さ等及び鉄筋のかぶり厚さ

⒜ コンクリートの中性化深さ等

RC造建物の健全性はコンクリートの中性化による影響が大きい。コンクリートは圧縮力

を受けもつという力学的特性のみでなく、化学的にその組成から強いアルカリ性で鉄筋を保

護している。しかし、前述のように空気中の炭酸ガスの浸透によって、経過年数と共にコン

クリートの表面から中性化が進行して鉄筋の発錆の原因となる。したがって、健全度を支配

する一つの要因であるが、コンクリートの中性化が直ちに鉄筋さびを生じさせるものではな

く、①の経年変化に支配されることも考慮して配点は 10点とした。

なお、コンクリート骨材に塩分（0.1％を超えるもの）を含む砂利、砂が使用されている

場合は、鉄筋の不動態皮膜を破壊させ、鉄筋腐食を早めることになるので、中性化と同様に

本測定項目で評価できるよう配慮した。

⒝ 鉄筋かぶり厚さ

かぶり厚さは耐久性のみならず耐火性をも支配するものであるが、①経年変化、③⒜コン
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クリートの中性化深さ等でも鉄筋腐食に与える影響を間接的に考慮しているので配点は 10

点とした。

④ 躯体の状態

コンクリートに生じるひび割れには、コンクリート打設に起因する種々のひび割れと、外力

による構造的ひび割れとがある。ひび割れが増大するとその部分から空気、水分が侵入して、

中性化や発錆の原因となる。また、コールドジョイントやジャンカなど施工の善し悪しも経年

劣化に影響を与える要因である。

RC造建物は、健全なものでも年数が経過すればひび割れは避けられず、施工不良による

コールドジョイントやジャンカも劣化を進行させる大きな要因であることから、躯体の状態を

測定することとして配点は 20点とした。

⑤ 不同沈下量

不同沈下は基礎地盤の異常によって生じる。RC造建物は、S造建物に較べて重量も大きく

変形性能も小さい。不同沈下によって上部構造に生じる応力は極めて大きいが、その応力は内

部応力であって、構造体の終局強度には影響を及ぼさないとも考えられる。なお、過大な不同

沈下が生じると使用上の障害を起こし、常時に構造ひび割れの発生が予測されるものの、不同

沈下によって使用上の支障が生じた RC造校舎は耐力度調査では想定しておらず、配点は 10

点とした。

以上の項目によって健全度を総合的に評価して、使用コンクリートが著しく低強度である建

物及び火災を受けた建物はその程度に応じて⑥、⑦の低減係数を乗じることにしている。

　
4.2.3 経 年 変 化

① 経年変化：T

当該建物の耐力度測定時における建築時からの経過年数、または長寿命化改良事業を行

った時点からの経過年数に応じて経年変化 T を下式により計算する。

1）建築後、長寿命化改良事業実施前

当該建物の耐力度測定時における、建築時からの経過年数 tに応じて、経年変化 T

を下式により計算する。ただし、T がゼロ以下の場合は、T = 0とする。

　
T = (40 − t)/40 ………………………………………………………………(6)

ここで、 t：建築時からの経過年数

2）長寿命化改良事業実施後
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当該建物の耐力度測定時における、長寿命化改良事業を行った時点からの経過年数

t2に応じて、経年変化 T を下式により計算する。ただし、T がゼロ以下の場合は、T

= 0とする。

　
T = (30 − t2)/40………………………………………………………………(7)

ここで、 t2：長寿命化改良事業実施後の経過年数

図 4.9 経過年数に応じた経年変化の考え方

建物の経年に伴い、躯体や仕上材、設備を含む機能性は次第に劣化していく。経年に伴う躯

体の劣化、具体的には鉄筋の腐食及びこれに影響を及ぼすコンクリートの中性化、躯体のひび

割れなどの変質・変状は、健全度の測定項目として実態調査に基づき評価される仕組みとなっ

ている。このため、ここでの経年変化の評価は構造耐力の低下に結びつくような躯体の劣化で

はなく、むしろ仕上材、設備を含む機能性の劣化を中心に評価する。

評点は、長寿命化改良事業の補助制度が「建築後 40年以上経過した建物で、今後 30年以

上使用する予定にあること。」を踏まえ、以下のように評価する（図 4.9参照）。

建築後 40年が経過するまでは仕上材、設備を含む機能性の劣化が一様に進むと考える。ま

た、事業の補助制度の観点から、建築後 40年以上経過した建物は施策を決める岐路となるこ

とを踏まえ、経年変化 T をゼロとして評価する。

長寿命化改良事業を実施された場合、建物としての性能は向上するものの建築後 40年以上

経過しており完全に新築時の性能まで回復することは困難であることから、長寿命化改良事業

により新築時の 75％まで回復するものとする。長寿命化改良事業の実施後は、その後 30年

以上の建物継続利用を想定して改修が行われるため、その後 30年を経過すると経年変化 T が

再びゼロとなるものとして評価する。
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4.2.4 鉄筋腐食度

② 鉄筋腐食度：F

鉄筋かぶり厚さの測定を行った柱、梁についてそれぞれ 2箇所以上鉄筋の腐食状態を

調べ、表 2によって状態に応じたグレードを求め、その最低値 F によって評価する。ま

た、柱、梁、壁、床の外観調査で鉄筋さびの溶け出しや層状さびの膨張力によりかぶりコ

ンクリートを持ち上げているなどの劣化が認められる場合には、表 2により状態に応じ

たグレードを求め、これを評価してよい。

表 2 発錆のグレード

鉄 筋 の 発 錆 状 態 グレード

さびがほとんど認められない。
1.0鉄筋さびによる膨張亀裂、鉄筋さびの溶け出しは認められない。

部分的に点食を認める、または、大部分が赤さびに覆われるている。
0.8鉄筋さびの溶け出しが認められる。

層状さびが認められる。
0.5層状さびの膨張力によりかぶりコンクリートを持ち上げている。

F：各部材によるグレードの最低値

コンクリートは硬化直後、強いアルカリ性を有しているが、経年により pH値が低下し弱ア

ルカリ性となり中性となる。前述のようにコンクリートの中性化は鉄筋の発錆の原因となり、

鉄筋の発錆は、鉄筋断面の不足による引張強度の低下、付着力の低下、ひび割れによるコンク

リート強度の低下など、RC造建物の耐力に大きな影響を与える。したがって、鉄筋の発錆状

態を三つの発錆ランクに分けて、状態に応じたグレードを求め、その最低値を鉄筋腐食度 F

として評価することとした。

　
4.2.5 コンクリートの中性化深さ等及び鉄筋かぶり厚さ

⑴ コンクリートの中性化深さ等

③ コンクリート中性化深さ等及び鉄筋かぶり厚さ

⒜ コンクリート中性化深さ等：a

当該建物の柱頭 1箇所、柱脚 1箇所、梁 2箇所について測定を行い、その平均値を

中性化深さ aとする。

ただし、柱・梁のそれぞれ 1箇所についてはⒶ① ⒝の「コンクリート圧縮強度」

において、コア抜取り試験を行った壁または梁の測定値をもってかえることができる

（この場合、柱 2、梁 2の欄に記入する）。なお、耐震診断時のコア抜取り試験の結果が
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ある場合には、それにかえることができる。

中性化の測定方法は以下による。

はつり面に、フェノールフタレイン 1％アルコール溶液を噴霧し、赤紫色に着色し

ない部分の最大深さ（ai cm）を測定する（図 1参照）。

a：実測した中性化深さの相加平均値

判別式 a � 1.5 cm・・・・・・・・・・・・1.0

1.5 cm < a < 3 cm・・・・・・・・・・・・直線補間

3 cm � a ・・・・・・・・・・・・0.5

なお、塩分（0.1％を超えるもの）を含む砂利、砂が使用されていることを材料試験

によって確認した場合は、平均値 aの欄に塩分濃度を記入し、中性化深さの実測結果

によらず判別式の評点㋔を 0.5に読み替えることとする。

　

図 1 中性化深さ及び鉄筋かぶり厚さの測定方法

コンクリートの中性化は、一般的に、空気中の炭酸ガスとコンクリートに含有されている水

酸化カルシウムとの化学反応によって生ずる現象である。この反応は常温において進行し、空

気中では表面から順次中性化が内部に進行する。

その化学式は、Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2であり、硬化したコンクリートは、表面か

ら炭酸ガスの作用を受けて徐々に水酸化カルシウムが炭酸カルシウムになっていく。これらを

見分ける方法は、コンクリートのはつり面にフェノールフタレイン 1％アルコール溶液を噴

霧すると炭酸塩化した部分は全然着色しないが、アルカリ部は赤紫色に着色することで見分け

ることができる28)。

中性化深さ ai (cm)ははつり面において一様ではないが、最大深さを採ることとした。

1箇所の測定値が他に比べて大きく異なるなど、異常な値（例えば測定値が 4.5 cmを超え

るなど）となった場合は、別の箇所を調査することが望ましい。ただし、別の箇所を調査する

ことが難しい場合は 4.5 cmを最大とする。

なお、コンクリート骨材に塩分を多く含んだ海砂が使用されている場合も鉄筋の不動態皮膜

を破壊させ、鉄筋腐食を早めることになる。塩分（0.1％を超えるもの）を含む砂利、砂が使
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用されていることを材料試験によって確認した場合は、鉄筋コンクリートの耐久性に悪影響を

与えるものと考え、中性化深さの実測結果によらず判別式の評点を 0.5に読み替えることとす

る。

⑵ 鉄筋のかぶり厚さ

⒝ 鉄筋かぶり厚さ；b

前記③ ⒜のコンクリート中性化深さの測定を行った柱頭 1箇所、柱脚 1箇所、梁 2

箇所について鉄筋かぶり厚さを測定し、その平均値を鉄筋かぶり厚さ bとする（コア抜

取り試験を行った梁・壁の測定値は使用しない）。

鉄筋かぶり厚さの測定方法は以下による。

仕上材を除いたコンクリート躯体表面から、帯筋またはあばら筋の外側までの垂直距

離（bi cm）を測定する（図 1参照）。

b：実測した鉄筋かぶり厚さの相加平均値

判別式 3 cm � b ・・・・・・・・・・・・1.0

1.5 cm < b < 3 cm・・・・・・・・・・・・直線補間

b � 1.5 cm・・・・・・・・・・・・0.5

鉄筋のかぶり厚さを b (cm)とすると前記のコンクリートの中性化深さ a (cm)の評点は、a

と bの関係から定めてもよいように思われるが、建築基準法施行令には、柱・梁・耐力壁のか

ぶり厚さが 3 cm以上という規定があり、かぶり厚さは耐久性のみならず耐火性をも支配する

ものであるから、bについては aと独立に判定することにした。

なお、柱や梁の一部をはつってかぶり厚さが非常に大きいことが判明したとき（建築基準法

施行令第 79条に規定する各部位に応じた鉄筋のかぶり厚さを大きく超えるとき等）、そのま

ま安心してはいられない。コンクリート打ちのとき鉄筋かごが全体に片寄っていることも考え

られるので、部材の反対側もはつってみて、表裏いずれか小さい値をかぶり厚さ bとして用い

る。

　
4.2.6 躯体の状態

④ 躯体の状態：D

当該建物の柱、梁、壁、床について躯体の状態の測定を行い、表 3により状態に応じ

たグレードを求め、その最低値を躯体の状態Dとする。

躯体のひび割れを評価し、モルタル等の収縮亀裂を評価しないように留意する。なお、

コールドジョイントやジャンカなど施工の善し悪しも経年劣化に影響を与える要因であ

り、表 3により状態に応じたグレードを求め、これを評価してよい。

－Ⅰ-52－



表 3 躯体の状態のグレード

躯 体 の 状 態 グレード

・ひび割れがほとんど認められない。
・コールドジョイントがほとんど認められない。 1.0

・ジャンカがほとんど認められない。

・幅 0.3 mm未満のひび割れが多数あるか、または、幅 0.3 mm以上のひび割れが部分的に
認められる。

0.8・コールドジョイントに沿った仕上面のひび割れがあり、かつ、漏水跡が認められる。
・ジャンカが部分的に認められる。

・幅 0.3 mm未満のひび割れが多数あるか、または、幅 1.0 mm以上のひび割れが部分的に
認められる。 0.5

・表面積 30 cm角程度のジャンカが多数認められる。

D：躯体の状態によるグレードの最低値

測定の対象となるひび割れは構造体に生じているひび割れであり、調査単位全体を対象と

し、そこに含まれている柱、梁、壁、床について測定することとした。

RC造建物は、健全なものでも、年数が経過すればある程度のひび割れは避けられない。ヘ

アークラック程度のひび割れは、ひび割れのない部分の空隙と大差ないと考えられるが、それ

以上大きなひび割れはより早く中性化及び鉄筋の腐食を進行させる。また、コールドジョイン

トやジャンカなど施工の善し悪しも経年劣化に影響を与える要因である。

したがって、躯体の状態を 3ランクに分けて、その状態に応じたグレードを求め、その最

低値を躯体の状態Dとして評価することとした。

　
4.2.7 不同沈下量

⑤ 不同沈下量：φ

各階の張間・桁行両方向について沈下量測定を行い、相対沈下量の最大値により評価す

る。

なお、測定マークは構造体に設定することを原則とするが、それが困難な場合は構造体

より 1 mの範囲内に設定する（例えば窓台等）。

　
φ = ε/L …………………………………………………………………………(8)

ここで、 ε：各方向の隣り合う柱間の相対沈下量

L：隣り合う柱間の距離

判別式 φ � 1/500または測定しない場合・・・・・・・・・・・・1.0

1/500 < φ < 1/200 ・・・・・・・・・・・・直線補間

1/200 � φ ・・・・・・・・・・・・0.5
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全体に等しい沈下が建物に生じた（不同沈下のない）場合は、外部との取合い、設備、配管

類に障害を生じることはあるが、構造耐力にはそれ程影響を与えない。それに対して不同沈下

が生じた場合は、構造的障害や床の傾斜などの機能的障害が生じやすい。

不同沈下によって発生するひび割れの例を図 4.10に示す。正方形のコンクリート板が (a)

のようにその左端で不同沈下すると (b)のような応力が生じ、(c)のようなひび割れが生じる。

図 4.10 不同沈下によって発生するひび割れの例

すなわち、不同沈下によるひび割れは、沈下の少ない部分から沈下の大きい部分に向って斜

め上方を指す方向に生じる。このことから、実際の壁面に生じているひび割れによってどの方

向に大きく沈下しているかを推察することができる。

躯体にひび割れを伴う不同沈下が生じていない場合は、満点を記入する。

測定は各階の張間・桁行両方向について 1スパン当たりの相対沈下量を測定し、1スパン分

の部材角の最大値により評価する。

不同沈下はサッシュの開閉や排水の状況から推察されることもあるが、目視調査によって不

同沈下が生じていないと判断された場合には調査を行う必要はない。不同沈下が生じていると

判断された場合には、レベルを使用して床、サッシュ、天井を測定することとなるが、施工誤

差を測定してしまう場合もあるので注意する。

測定は、各階の張間・桁行両方向について 1スパン当たりの相対沈下量を測定し、1スパン

分の部材角の最大値により評価することになっているが、計測値から各階の変形傾向や各階の

沈下量の平均値を観るなどして建物全体の変形を把握することが大切である。

判別式の 1/500の数値については、日本建築学会「建築基礎構造規準」に示されている「建

物に有害なひび割れが発生する率が極めて高い状態」に対応しており、1/200の数値について

は、新潟地震の経験から使用上の障害が起こる可能性のある状態に対応している。

不同沈下が認められた場合、沈下が進行性か否かの調査も必要である。また沈下が著しく進

行性のような場合には個別鑑定により危険度を判断する場合もある。

　
4.2.8 コンクリート圧縮強度

⑥ コンクリート圧縮強度：k
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Ⓐ構造耐力①保有耐力⒝コンクリート圧縮強度 kの評価で用いたコンクリート圧縮強

度が低い場合（コンクリート圧縮強度が 13.5 N/mm2未満の場合）は、同一階 6本以上

のコンクリートコアの圧縮強度の平均値 σ（N/mm2）より、下記の低減係数 kを求め、

健全度全体に乗じる。

判別式 13.5 � σ ・・・・・・・・・・・・1.0

10 < σ < 13.5・・・・・・・・・・・・直線補間

σ � 10 ・・・・・・・・・・・・0.8

原則として、採取コアの直径は 10 cm、高さは 20 cmを標準とし、公的試験所等で行うこと

とする。同一階 6本以上のコア圧縮強度の平均値 σが 13.5 N/mm2以上ならば k = 1.0、10

N/mm2以下ならば 0.8、中間は直線補間とする。コンクリート圧縮強度の平均値が 10 N/mm2

以下ならば健全度は 20％割り引かれる。耐震診断時に採取したコアの本数が同一階 6本に満

たない場合は、不足分のコアを新たに採取する。

使用コンクリートが著しく低強度であれば、変質、変状、施工時の信頼性の全てに影響があ

ることから、健全度点数全体に乗じる係数として測定項目を設けた。低強度によって健全度

点数が引き下げられる対象は、コア圧縮強度試験のばらつきを踏まえ、6本以上の試験結果に

よる相加平均値が 13.5 N/mm2未満のものを対象とした。今後、耐力度調査の対象となる公

立学校施設の設計基準強度が概ね 18または 21 N/mm2であることに対し、実建物の強度発現

が 75％以下となるもので施工信頼性に乏しく、かつ、RC診断基準の適用の範囲外となるた

めである。

なお、極端な低強度コンクリート建物は少なく、本項目によって危険改築となるものはかな

り限定される。

　
4.2.9 火災による疲弊度

⑦ 火災による疲弊度：S

当該建物が耐力度測定時までに火災による被害を受けたことがある場合、その被害の程

度が最も大きい階について被災面積を求め、その階の床面積に対する割合をもって評価す

る（表 4）。

　
S = St/S0…………………………………………………………………………(9)

ここで、 St：S1 + S2 × 0.75 + S3 × 0.5 + S4 × 0.25

S0：当該階の床面積

S1、S2、S3、S4：表 4の被災程度により区分される床面積
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表 4 被災程度と床面積

被災床
被 災 程 度 の 区 分

面　積

S1

構造体変質：
火災により非構造材が全焼し、構造体の表面がはぜ割れ等の変質をしたもの

S2

非構造材全焼：
火災により非構造材が全焼したが、構造体は変質していないもの

S3

非構造材半焼：
火災により非構造材が半焼したもの

S4

煙害程度：
火災により煙害または水害程度の被害を受けたもの

判別式 S = 0・・・・・・・・・・・・1.0

0 < S < 1・・・・・・・・・・・・直線補間

S = 1・・・・・・・・・・・・0.5

火災を受けた RC造建物はコンクリートの内部の温度分布が不均一となり、骨材と鉄筋との

膨張率の違いから付着力が低下する。図 4.11によれば約 200℃で付着強度は半減する。

また、火災時の温度上昇によりコンクリート内部の結晶水が蒸発して密度を減じ、多孔質と

なって中性化の進行が著しくなる。

調査建物が火災による被害を受けた事がある場合、その被害が最も大きい階について、被災

程度と床面積によって被災率 S を定める。内部造作が全焼して構造体の表面がはぜ割れして

いるような部分の面積は、100％被災面積に算入され、火災の程度が軽微になるほど被災面積

を割引いて算出する。こうして算出した被災率 S がゼロならば判定は 1.0、S が 1ならば 0.5、

中間は直線補間とする。要するに全焼なら健全度は 50％割り引かれる。

図 4.11 加熱による付着強度の低下29)
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4.3 立 地 条 件

　
4.3.1 地震地域係数

① 地震地域係数

地域区分は建設省告示第 1793号（最終改正：平成 19年国土交通省告示第 597号）第 1

に基づき、該当するものを○で囲む。

入力地震動の大きさの程度を補正するための係数である。

　
4.3.2 地 盤 種 別

② 地盤種別

地盤種別は基礎下の地盤を対象とし建設省告示第 1793号（最終改正：平成 19年国土

交通省告示第 597号）第 2に基づき、該当するものを○で囲む。

入力地震動及び地盤被害の可能性の大きさの程度を補正するための係数である。

　
4.3.3 敷 地 条 件

③ 敷地条件

当該建物の敷地地盤の状況に基づき、該当するものを○で囲む。

局所的な入力地震動の大きさの程度を補正するための係数であり、RC診断基準における構

造耐震判定指標の補正係数である地盤指標 Gに関する資料を参考に設定した。

これまでの地震被害と地盤との関係から、地盤種別の他に局所的な地形効果や地質構造が地

震被害に及ぼす影響が指摘されている。ここでは特に入力地震動の増幅が懸念される「崖地」、

「支持地盤が著しく傾斜した敷地（不整形地盤）」、「局所的な高台」について評価することとし

た。

ここで、「崖地」とは宅地造成等規制法施行令の 1条 2項による「地表面が水平面に対し 30

度を超える角度をなす土地」のことであり、図 4.12に示すように高さ 5 m以上の崖地の上端

側に建っており、崖の下端から高さの 2倍の範囲内に建物がかかっているか否か、建物の基

礎の一部でも盛土の上にかかっているか否かを評価する。「支持地盤が著しく傾斜した敷地」

は不整形な地質構造を評価するものであり、敷地内及び敷地周辺の地盤調査結果などにより支

持地盤の著しい傾斜や起伏があるか否かにより評価する。「局所的な高台」についてはいわゆ

る「小高い丘に建つ校舎」など「崖地」には該当しないが周辺の地盤より高く地形効果による

入力地震動の増幅が懸念されるか否かにより評価する。なお、「支持地盤が著しく傾斜した敷
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地」及び「局所的な高台」については、地震時に想定される被害等から調査者が該当の有無を

判断する。

図 4.12 崖地の説明

　
4.3.4 積雪寒冷地域

④ 積雪寒冷地域

積雪寒冷地域は義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令第 7条第 5項の規定に基づき、

該当する地域区分を○で囲む。

積雪や寒冷の影響による建物の劣化の程度を補正するための係数である。

　
4.3.5 海岸からの距離

⑤ 海岸からの距離

当該建物から海岸までの直線距離に該当する区分を○で囲む。

海岸からの距離に基づき、塩風害の影響による建物の劣化の程度を補正するための係数であ

る。
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資料 1 建築基準法施行令の抜粋

（層間変形角）

第 82条の 2 建築物の地上部分については、第 88条第 1項に規定する地震力（以下この款に

おいて「地震力」という。）によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定

める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合（第 82条の 6第 2号

イ及び第 109条の 2の 2において「層間変形角」という。）が 200分の 1（地震力による構

造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合に

あつては、120分の 1）以内であることを確かめなければならない。

　
資料2 複合構造の 2質点系による検討

RC造校舎の上に S造の屋内運動場を載せた複合構造の場合については、上層の S造部分と

下層の RC造部分とで質量及び剛性が急変する場合が多いことを考慮し、弾性振動解析を行っ

た結果、下記のような便宜的な方法で算定した Ai分布を用いることができると考えられる。

資図 1 複合構造の Ai 分布

すなわち、資図 1に示すように、最上階の S造部分に作用するせん断力が建築基準法施行

令の Ai分布による値の 1.5倍であるとし、下層のせん断力係数については次式で修正する。

　
Ai = Ai + 0.5 × An × Wn

n∑
j=i

Wj

……………………………………………………(資 1)

ここで、 Ai：i層の修正されたせん断力係数の分布係数

Ai：建築基準法施行令による i層のせん断力係数の分布係数

Wi：i層の重量

n ：RC造部分と S造部分を合せた階数

なお、この方法は極めて大まかなものであるから、詳細に検討する場合には、弾性振動解析

等を行ってせん断力係数の分布係数を求めることが望ましい。この場合は以下に示す検討方法

を参考にするとよい。

まず、資図 2に示すように、複合構造物を 2質点系に置換する。この置換の方法について
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は後述する。

資図 2 複合構造のモデル化

この 2質点系が非減衰自由振動をしている場合の運動方程式は、各質点の変化を x1、x2と

して、次のように表される。

　
m1x1 + (k1 + k2)x1 − k2x2 = 0

m2x2 − k2x1 + k2x2 = 0

⎫⎬
⎭………………………………………………(資 2)

資図 2に示すパラメーター a = m1/m2、k = k1/k2を用い、さらに ω2
U = k2/m2（ωU は上

部質点のみの円振動数）とすると、式 (資 2)は次のように書き直される。

　
ax1 + (1 + k)ωU

2x1 − ωU
2x2 = 0

x2 − ωU
2x1 + ωU

2x2 = 0

⎫⎬
⎭……………………………………………(資 3)

この 2質点系について 1次モードの円振動数 1ωと刺激関数 1β ·1 u1、1β ·1 u2を通常の振動

理論で計算すると、次のようになる。

　
1ω

2 =
(a + k + 1) − √

(a + k + 1)2 − 4ak

2a
ω2

U …………………………………(資 4)

1β ·1 u1 =
(a − k + 1)

√
(a + k + 1)2 − 4ak

2
√

(a + k + 1)2 − 4ak
…………………………………(資 5)

1β ·1 u2 =
(a − k + 1)

√
(a + k + 1)2 − 4ak

2
√

(a + k + 1)2 − 4ak
…………………………………(資 6)

いま、建物が 1次モードで振動しているとすれば、各層のせん断力の最大値は、

　
Q1 = (m1 ·1 u1 + m2 ·1 u2)1ω2 = (a ·1 u1 +1 u2)m2 ·1 ω2

Q2 = m2 ·1 u2 ·1 ω2

であり、各層のせん断力係数は

　
C1 =

Q1

m1g + m2g
=

Q1

(a + 1)m2g

C2 =
Q2

m2g
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であるから、下層に対する上層のせん断力の分布係数は、次のように表される。

　 C2

C1

=
(a + 1)Q2

Q1

=
(a + 1) · 1u2

a ·1u1 +1u2

…………………………………………………(資 7)

式 (資 7)に式 (資 5)、(資 6)を代入して整理すると次のようになる。

　 C2

C1

=
2(a + 1)

(a − k + 1) +
√

(a + k + 1)2 − 4ak
……………………………………(資 8)

さらに、上層と下層をそれぞれ単独としたときの固有周期を TU、TLとすると、

　
TU =

2π

ωU

= 2π

√
m2

k2

TL = 2π

√
m1

k1

= 2π

√
am1

kk1

= 2π

√
a

k
TU

である。上層と下層の周期比の 2乗を rと書くことにすると、

　
r =

(
TU

TL

)2

=
k

a
…………………………………………………………………(資 9)

となる。これを用いれば式 (資 8)は次のように書くこともできる。

　 C2

C1

=
2(a + 1)

(a − ar + 1) +
√

(a + ar + 1)2 − 4a2r
………………………………(資 10)

すなわち、複合構造物のせん断力分布係数は、式 (資 10)に示したように、質量比 a及び周

期比の 2乗の rにより求めることができる。

さて、以上は下層の RC部分を 1質点系とみなした場合である。実際には下層は多質点系

であるから、これを 1質点系に置換する必要がある。

下層の RC部分が周期 TLで 1次モード形で振動するものとし、その刺激関数を {βu}で表
すと、これを 1質点系に置換したときの有効質量は次式で表される。

　
m1 = {βu}t[m]{βu}………………………………………………………………(資 11)

いま、RC部分が n′ = n − 1層で、各層の質量は等しくm0であり、1次モードが逆三角形

（直線）であると仮定すると、i層の刺激関数 βuiは

　
βui =

3
2n′ + 1

i =
3

2n − 1
i ………………………………………………………(資 12)

と表わされるから、有効質量は次のようになる。

　
m1 =

3(n′ + 1)
2(2n′ + 1)

n′ · m0 =
3n

2(2n − 1)
(n − 1)m0 ……………………………(資 13)

したがって、式 (資 10)における質量比 aとしては次の値を用いればよい。

　
a =

3(n′ + 1)
2(2n′ + 1)

n′ · m0

m2

=
3n

2(2n − 1)
(n − 1)m0

m2

………………………………(資 14)
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〔数値計算例〕

RC部分の層数 n′が 1層、2層、3層（RC部分と S部分を含めた nは 2、3、4）の場合に

ついて、式 (資 10)による C2/C1、すなわち S部分の Anの値と、建築基準法施行令による Ai

分布とを比較してみる。

ただし、ここでは以下の仮定を用いる。

⑴ 周期 T = (0.02 + 0.01α)h (sec)

ここで、 h：建物の高さ、RC部分は各層 4 m、S部分は 8 mと仮定

　
h = 4n′ + 8

α：建物の高さのうち、S部分の比率

　
α = 8/h

以上より T = 0.02 × 4n′ + 0.03 × 8 = 0.08n′ + 0.24

この第 1項が TL、第 2項が TU に相当する。

　
r =

(
TU

TL

)2

=
(

0.24
0.08n′

)2

=
(

3
n′

)2

⑵ 重量：RC部分 1.2 t/m2

S部分 0.4 t/m2

式 (資 14)より質量比は

　
a =

3(n′ + 1)
2(2n′ + 1)

1.2n′

0.4
=

3(n′ + 1)
2(2n′ + 1)

3n′

以上により、式 (資 10)から算出した C2/C1の値と、建築基準法施行令による Aiとを比較

して資表 1に示す。

資表 1 せん断力分布の比較

RC部分の
階　数 n′

質量比
a

周　期 (sec) 周期比
の 2乗

r

C2/C1 式 (資 10)

RC部 S部 式 (資 10) 施行令 施行令

1 3 0.08 0.24 9 3.57 1.57 2.3

2 5.4 0.16 0.24 2.25 3.89 1.91 2.0

3 7.71 0.24 0.24 1 2.62 2.21 1.2

資表 1に示したように、式 (資 10)により求められる値と建築基準法施行令による Ai分布

との比は、質量比及び周期比によって変動する。耐力度測定方法や耐震診断法での適用に当

たっては、実用を考えて、前述した式 (資 1)により、S部分に作用するせん断力を建築基準法

施行令による値の 1.5倍であると仮定し、RC部分についても、この S部分でのせん断力の割
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増し分、すなわち 0.5AnWnをそのまま各層のせん断力の増加分と考えてもよかろう。しかし

これは、資表 1にみられるように、極めて大まかな考え方である。詳細に検討する場合には、

理論式である式 (資 10)にもどって、せん断力分布係数を求めることが望ましい。
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第 5章 耐力度調査票作成上の留意事項
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5.1 一 般 事 項

　
5.1.1 調査責任者

耐力度の測定は、原則として当該建物の設置者である市町村教育委員会及び都道府県教育委

員会の施設担当者（一級建築士資格を有する者）が調査する。

なお、調査はかなり専門的な試験機器を必要とするものもあり、また、複雑な構造計算や耐

震診断の知識が必要となる場合もあるので、この測定方法に習熟した建築構造設計事務所や建

築設計事務所等に予備調査等を行わせ、当該市町村教育委員会及び都道府県教育委員会等の職

員である設置者が現地で確認する方法も認められる。

　
5.1.2 調査対象建物

この調査票の対象とする建物は校舎、屋内運動場及び寄宿舎である。S造との混合構造及び

複合構造の場合は、S造の部分は S造の調査票で、RC造の部分は RC造の調査票で評価し、

評点の低い方の値を採用することになっている。ただし、柱の中間のギャラリーから下が RC

造で、それより上部が S造の屋内運動場（RSタイプ）については、S造の調査票のみを作成

して評価するため、RC造の調査票は不要である。また、軒までが RC造で、屋根のみ S造の

屋内運動場（Rタイプ）については、RC造の調査票のみを作成して評価するため、S造の調

査票は不要である。

なお、この調査票を使用することが不適当と認められる特殊な構造型式の建物については、

大学教授等の専門家の個別鑑定によって当該建物の危険度を判断するものとする。

　
5.1.3 調 査 単 位

調査単位は、校舎、屋内運動場及び寄宿舎の別に棟単位で行うものとするが、エキスパンシ

ョンジョイントで区分されている場合は別棟で取り扱うものとする。ただし、建築年が同一

で、月が異なる構造的に一体として建てられている建物は 1棟として取り扱う。なお、調査

に耐震診断結果を用いる場合には、診断時の建物区分・算定範囲等に準ずる。

また、構造的に一体として増築されている場合は、Ⓐ ①保有耐力 (a)水平耐力、Ⓐ ②

層間変形角については、棟全体で評価することとなっている。前記以外の項目については、建

築年が異なる調査単位ごとに測定して評価することになっているが、増築の状況に応じ、以下

によることができる。

1)上増築の場合には、最も下層の調査単位と同点数とできる。

2)横増築の場合で、増築の部分の面積が極めて小さいとき（概ね 200 m2以下）、あるいは

増築部分の用途が附属的なものであるときは、主体部分と同点数とできる。

3)ピロティ部分に後で室を設けた場合は、主体部分と同点数とできる。
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4)下記の健全度の項目については、増築部分が極めて小さいもの、附属的なものを除いた

最も経過年数の少ない調査単位の調査結果を各調査単位の値として採用してよい。

a)鉄筋腐食度

b)コンクリートの中性化深さ等及び鉄筋かぶり厚さ

c)躯体の状態

なお、コンクリート圧縮強度については調査単位ごとに測定することとなっているが、最も

強度の低い建築年の調査単位の値を採用してよい。

耐力度調査票は建築年が異なるごとに別葉とする。

なお、1棟のうち一部が危険建物となる場合は、その部分を取壊したものとして残りの部分

の保有耐力等を再計算して評価してもよい。

　
5.1.4 測 定 項 目

RC造建物の耐力度測定は、構造耐力、健全度、立地条件について行うことになっている

が、各測定項目のうち必ず測定することになっている項目と、必ずしも測定しなくてもよい項

目がある（表 5.1参照）。ただし、測定をしない項目の評点については満点を与えることにな

っている。

構造耐力については、①いわゆる旧耐震設計基準に基づき設計された建物のうち耐震診断実

施済みである建物、②いわゆる新耐震設計基準で設計された建物、③いわゆる旧耐震設計基準

に基づき設計された建物のうち耐震診断未実施である建物、で必ず測定しなければならない項

目が若干異なる点には留意されたい。

①の建物（旧耐震設計基準・耐震診断実施済み）では、耐震診断実施時にコア抜取りによる

コンクリート圧縮強度試験が行われており、その結果に基づいて耐震診断が行われていれば、

コンクリート圧縮強度の項目を省略することができる。

②の建物（新耐震設計基準）は、原則として水平耐力を満点として評価するため省略可能で

あるが、コア抜取りによるコンクリート圧縮強度試験は必ず行う必要がある。なお、建築後の

状態に変化があり設計時の想定とは異なる場合や、新耐震設計基準の施行後にわかった新たな

知見を踏まえると実際の耐震性能が設計時の想定とは異なると考えられる場合については、耐

震診断基準の手法または保有水平耐力計算の手法を用いて現状を反映した水平耐力を算定し、

その結果に基づき評価してもよい。

③の建物（旧耐震・耐震診断未実施）では、耐震診断基準の手法を用いて水平耐力を算定

し、コア抜取りによるコンクリート圧縮強度試験も必ず行う必要がある。

①と③の建物では基礎構造は原則調査するが、設計図書がない場合または有効なボーリング

データがない場合は調査を省略することができる。

健全度については、①から③の建物共通で不同沈下量の項目が省略可能であるほか、コンク

リート圧縮強度の平均値が 13.5 N/mm2以上、いわゆる低強度コンクリートとならない場合
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には躯体の状態の項目も省略可能となる。

立地条件については、全項目が必須項目である。

表 5.1 測定項目の分類

区分 必ず測定しなければならない項目 測定を省略することができる項目

構造耐力
（①旧耐震・耐震診断
実施済み）

水平耐力 コンクリート圧縮強度
層間変形角
基礎構造
地震による被災履歴

構造耐力
（②新耐震）

コンクリート圧縮強度 水平耐力
層間変形角
基礎構造
地震による被災履歴

構造耐力
（③旧耐震・耐震診断
未実施）

水平耐力 基礎構造
コンクリート圧縮強度 層間変形角

地震による被災履歴

健全度

経年変化 不同沈下量（不同沈下による主要
構造体のひび割れが認められた場
合以外は省略する。）

鉄筋腐食度
コンクリートの中性化深さ等
鉄筋のかぶり厚さ
躯体の状態
コンクリート圧縮強度※

火災による疲弊度

立地条件 全項目

※構造耐力におけるコンクリート圧縮強度の平均値が 13.5 N/mm2 を下回った場合に必須
となり、そうでない場合は省略可能。
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5.2 留 意 事 項

　
5.2.1 一般的留意事項

⑴ 設計図書等の確認

耐力度測定に先だち、当該建物の設計図書、あるいは耐震診断時・補強時の設計図書の有無

を確認しなければならない。

設計図書等がない場合には現地調査し、伏図・軸組図等を作成する。

設計図書等がある場合にあっても当該設計図書等と建物の状況を照合し、所要の修正を加え

た伏図・軸組図等を作成する必要がある。

また、設計時の構造計算書等を用いる場合には固定荷重や積載荷重が、実状に即したものと

なるよう配慮する必要がある。

⑵ 建築年の確認

調査建物の経過年数を知るためには、当該建物の建築年月を確認する必要がある。

建物の建築時期は、通常、「公立学校施設台帳」に建築年月が記載されている。

しかし、当該建物が買収または譲渡されたものである場合には、必ずしも建築当初の建築年

月が記載されているとは限らない。この様な場合にあっては、建物の登記簿や学校要覧等によ

って建築年月を確認する必要がある。

また、その場合には当該確認調書の写しを関係資料として添付する必要がある。

⑶ 過去の災害及び補修の記録

調査建物が建築時以降に構造上の被害を受けた場合、その年月と被災程度を記載する。

また、被災後軸組を取替えたり、壁の増設や補強等を行ったりした場合には、その年月と内

容を記録する。このことは当該建物の構造耐力や健全度の測定に際し十分配慮する必要があ

る。

　
5.2.2 構造耐力測定上の留意事項

⑴ 保有耐力及び層間変形角

①いわゆる旧耐震設計基準に基づき設計された建物のうち耐震診断実施済みである建物、②

いわゆる新耐震設計基準で設計された建物、③いわゆる旧耐震設計基準に基づき設計された建

物のうち耐震診断未実施である建物について、それぞれの留意事項を以下に示す。

①いわゆる旧耐震設計基準に基づき設計された建物のうち耐震診断実施済みである建物

耐震診断実施済みである建物は、改修等による構造的な変更がなければ診断時からの経過
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年数によらず診断済みの結果を用いてよい。その場合、耐震診断・補強時の図面及び診断報告

書等を添付する。実施済みの耐震診断・補強以降構造的な変化がある場合（壁の撤去や開口新

設、用途変更による積載荷重の変化など）には、改めて実施した耐震診断に関する図面及び診

断報告書等を添付する。

⒜ 水平耐力

ⅰ ISX 及び ISY について、両者の値が算定された診断時から 10年以上経過している場

合には、その値の妥当性について十分吟味する必要がある。構造体（特に壁）の改変

を伴う改修や、用途変更による荷重条件（診断時に用いている各階の積載荷重）の変

更などにより、その値が診断当時と異なることが予想される。

ⅱ 一般に地域係数 Z は耐震診断指標値 IS と関係しないが、IS を Z で割り増して評価

した耐震診断例も現実には存在する。この場合、分子の ISX、ISY を ISX×Z、ISY ×
Z（Z：診断時に採用した地域係数）として割り増し分を低減し修正する必要があ

る。また、RC造壁式構造で第 1次診断による耐震診断のみが行われている場合に

は、分母の 0.7を第 1次診断の判定値である 0.9として評価する必要がある。

ⅲ qX 及び qY の上限は 1.0であることに留意されたい。

⒝ コンクリート圧縮強度

ⅰ 通常耐震診断時には各階 3本程度のコアによるコンクリート圧縮強度試験が実施さ

れており、各階 1本以上、かつ合計で 3本以上の試験結果があれば新たにコアの採

取を行う必要はないが、コンクリート圧縮強度を耐震診断で考慮していない場合、新

たに採取したコアのコンクリート圧縮強度試験の結果を反映しても良い。

ⅱ 診断時に測定されたコンクリート強度が、強度指標や靱性指標の評価に加味されてい

る場合については本項目の評点を 1.0とする。

⒞ 層間変形角

ⅰ IS は地域係数 Z が 1.0を前提としているため、診断時に 1.0以外の地域係数で割り

増ししている場合には⒜ⅱの項で述べた方法で修正する。

ⅱ RC造壁式構造で第 1次診断法による診断のみが行われている場合には、層間変形角

による評価を 1.0としてよい。

ⅲ 層間変形角算出に用いる IS について、両者の値が算定された診断時から 10年以上

経過している場合には、その値の妥当性について十分吟味する必要がある。構造体

（特に壁）の改変を伴う改修や、用途変更による荷重条件（診断時に用いている各階

の積載荷重）の変更などにより、その値が診断当時と異なることが予想される。

②いわゆる新耐震設計基準で設計された建物

新耐震設計基準で設計された建物は、その設計図書・構造計算書の写し等を添付する必要が

ある。なお、構造計算書が現存しない場合、検査済証等の新耐震基準により建築されたことを
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証する書類を以て添付書類とすることができる。

⒜ 水平耐力

新耐震設計基準で設計された建物は、その水平耐力を原則として 1.0とする。ただし、建

築時の図面や設計図書・構造計算書を必ず参照して現況と比較し、建築時から構造体（特に

壁）や積載荷重等の変化があると考えられる場合には、新たに耐震診断の手法または保有水

平耐力計算の手法を用いて水平耐力を算定し、現況を適切に評価する。

⒝ コンクリート圧縮強度

コンクリート圧縮強度は、梁及び壁について行うことになっており、各部材とも健全に施

工された部分を測定する。つまり、測定位置にひび割れやジャンカ等の欠陥がなく、当該部

材の品質を平均的に代表している部分を測定することを要求している。

コンクリート強度の測定は公的機関におけるコンクリートコア試験による方法を採用する

ことになっている。

ⅰ コンクリートコア試験は JIS A 1107に従い、建物の梁及び壁から円柱状のコアをカ

ッターによって切取って行う。

ⅱ コアの直径は原則として 10 cmとし、コアには鉄筋が混入しないことが望ましいの

で、鉄筋探査器等によって鉄筋の位置を確認してから切取りを行うとよい。また、高

さ 20 cmを原則とするが、高さが足りない場合はなるべく径高さ比が大きくとれる

箇所を選択する。

ⅲ コアの両端面は JIS A 1132によってキャッピングを施す。

ⅳ コアの圧縮試験は JIS A 1108によって行う。ただし、供試体の高さがその直径の 2

倍未満の場合は表 5.2の補正係数をかけて強度を求める。
表 5.2 コア試験強度の補正係数

高さと直径との比
補正係数 備　　考

h/d

2.00 1.00 中間は線形補間してよい
1.75 0.98

1.50 0.96

1.25 0.93

1.00 0.87

⒞ 層間変形角

ⅰ 耐震診断による場合、①の (c)項で述べた方法で算定する。保有水平耐力計算による

場合、構造計算書等に記載の Qun、Qu、DS 値を用いて下式により Fr を求めること

ができる。

　
Fr =

1
DS

· 0.7Qun

Qu

ⅱ Fr を算定しない場合やルート 1、2等の設計でDS 値が不明な場合または適切に評
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価できない場合は層間変形角の評点を 1.0としてよい。

③いわゆる旧耐震設計基準に基づき設計された建物のうち耐震診断未実施である建物

RC診断基準の第 2次診断法の手法により水平耐力を方向別に全ての階について算定し、コ

ンクリート圧縮強度の項目を相乗した結果の評点が、最小となる階の値を採用するものとす

る。

⒜ 水平耐力

RC診断基準の第 2次診断法の手法により方向別に全ての階について IS を算定する。こ

のとき、経年指標 T は 1.0とする。その後、①の⒜項で述べた方法で水平耐力を算定する。

⒝ コンクリート圧縮強度

コンクリート圧縮強度の調査は、②の⒝項を参照されたい。

⒞ 層間変形角

層間変形角については、①の⒞項で述べた方法で算定する。このとき、同⒞ⅰ項に留意す

る。

⑵ 基礎構造

当該建物の基礎構造を評価する場合は、建築年ごとに当該建物の代表的な基礎（通常は最も

数の多い基礎と考えられる。）を選定してチェックする。この場合は、採用した基礎種別形状

などを明らかにすべく設計図書等の写しを参考資料として添付する。

ⅰ 基礎構造の測定には、下式を用いる。ここで、uは基礎の種別によって定められる係

数であるが、設計図書等から基礎の種別を判断する。

　
β = u · p

ⅱ pの値は基礎の被害が生じやすい建物・地盤の状況に応じて評点を低減するための係

数である。このうち、敷地地盤で液状化が予想されるかどうかの判定には、各自治体

等から発行される液状化マップが一つの判断基準となる。一方、過去にボーリング

データ等を利用して液状化判定が行われている場合には、それを用いて判断根拠とし

てもよい。なお、判断根拠とした液状化マップやボーリングデータによる液状化判定

結果を参考資料として添付する。

⑶ 地震による被災履歴

過去の地震により大きな被害を受けた建築物は、その性能を被災前と同程度まで回復させる

ことは容易ではない。そこで、過去の地震により中破以上の被害を受けた建築物は、構造耐力

の評点を本項目で減じる。

過去の地震で受けた被害のうち、被災度が最大のもので評価する。被災度は設置者等が有す
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る被災記録等の資料を参照することを原則とし、資料が残っていない場合は本項目の評点を

1.0とする。

　
5.2.3 健全度測定上の留意事項

健全度の測定に当たっては状況写真を撮影し、必ず関係資料として添付しなければならな

い。

⑴ 経年変化

経年変化の測定は、長寿命化改良事業実施前後でその測定法が異なる。長寿命化改良前の建

築物は建築時からの経過年数 tを用い、長寿命化改良後の建築物は長寿命化改良時点からの経

過年数 t2を用いてそれぞれの算定式により経年変化の評点を評価する。

⑵ 鉄筋腐食度

⑶⒝の鉄筋かぶり厚さを測定した位置について、柱・梁の主筋について測定するものとす

る。なお、柱、梁、壁、床の外観調査で鉄筋さびの溶け出しや層状さびの膨張力によりかぶり

コンクリートを持ち上げているなどの劣化が認められる場合には、これを評価してもよい。

⑶ コンクリート中性化深さ等及び鉄筋かぶり厚さ

⒜ コンクリート中性化深さ等

RC造建物の老朽度を測定するためには、構造体の中性化深さを必ず測定する必要があ

る。

ⅰ 中性化深さの測定はコンクリート圧縮強度試験のためのコアを利用するほか、柱につ

いては部位によってコンクリートの密度等が異なることもあるので、柱頭及び柱脚部

について測定することとしている。また、梁については特に位置の指定はないが、構

造的に応力の小さい所を選定するのがよい。

ⅱ なお、測定部分ははつりクズ等を入念に取り除く必要がある。また、打放し仕上げま

たは薄い仕上げのコンクリート造建物でコンクリートの増打ちがある場合には、増打

ち部分を除いた構造体について測定する（図 5.1参照）。

ⅲ 測定値は各部材ごとに測定した値を相加平均したものとする。

ⅳ 中性化深さの測定のほか、塩分（0.1％を超えるもの）を含む砂利、砂が使用されて

いることを材料試験によって確認した場合は、平均値 aの欄に塩分濃度を記入し、

中性化深さの実測結果によらず判別式の評点を 0.5とすることができる。塩分濃度の

測定は、コンクリート圧縮強度時に採取したコアを粉砕して水を加え、塩素イオン濃

度を測定してコンクリートの中の塩化物量に換算して行う。なお、細骨材、粗骨材の

重量はコンクリート重量に対してそれぞれ 30％、50％としてよい。また、試料の個
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数は 2以上とする。測定は、モール法（容積法）等による。

図 5.1 増打ち部分の中性化深さ

⒝ 鉄筋かぶり厚さ

測定は⒜の中性化深さを測定した位置について行うものとし、仕上材（打放し仕上げ等の

RC造建物で増打ちをした部分を含む）を除いた躯体表面から帯筋またはあばら筋の外側ま

での垂直距離とする。

⑷ 躯体の状態

柱・梁・壁・床について躯体の状態の測定を行い、その最低値を評点として採用する。ひび

割れ幅を評価する場合には、クラックスケール（図 5.2）を用いる。なお、ここでいうひび割

れ幅は、構造体のひび割れであり、モルタル等の仕上材の単なる収縮亀裂を評価しないよう注

意する必要があり、原則として仕上材を除去して計測する。全面的にモルタル等の仕上材を施

している場合は、外観から構造体にひび割れが及んでいると推測される部位について限定して

仕上材を除去してひび割れ幅を確認する。

また、エポキシ樹脂等の補修をしてある場合は、ひび割れとして認めない。

⑸ 不同沈下量

原則として測定を行わなくてよいこととするが、不同沈下に起因する主要構造部体のひび割

れなどが観察された場合に行う。

なお、不同沈下量は各階の XY両方向について測定し、各階の平均値をもって各方向の測

定データとする（図 5.3(a)）。

測定値が垂直方向に同位置であるにもかかわらず沈下傾向が異なる場合は、測定位置が不適

当か測定誤差があると考えられるので、再測定することが望ましい（図 5.3(b)）。

また、測定マークは構造体に設定することになっているが、測定が困難な場合は構造体から
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1 m以内の位置の床、窓サッシまたは天井等に設定して行う。

図 5.2 クラックスケール

図 5.3 不同沈下量

⑹ コンクリート圧縮強度

構造耐力の測定にて評価したコンクリート圧縮強度平均値が 13.5 N/mm2に近い場合、ま

たはそれより低い場合は、同一階で合計が 6本以上となるよう新たにコンクリートコアを採

取して追加し、その相加平均値を求める。具体的な試験の方法等は構造耐力評価時と同様であ

る。

⑺ 火災による疲弊度

当該建物が部分的な火災を受け、補修等を行い現在も使用しているような場合に本項目を測

定する。

火災程度は現状について評価するものであるが、被災直後の記録及び構造部材の補強等を行

っている場合はこれらの実態を十分配慮してチェックする必要がある。

なお、被害の最も大きい階の取扱いについては図 5.4による。
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図 5.4 被災面積の算定

　
5.2.4 立地条件測定上の留意事項

⑴ 地震地域係数

地震地域係数とは建設省告示第 1793号（最終改正：平成 19年国土交通省告示第 597号）

第 1による地域区分であり、同告示の表における⑴が一種地域、⑵が二種地域、⑶が三種地

域、⑷が四種地域となる（表 5.3参照）。

表 5.3 対応表

耐力度調査票 建設省（国土交通省）告示

地震地域係数 地方 数値

四種地域 1.0 (4) 0.7

三種地域 0.9 (3) 0.8

二種地域 0.85 (2) 0.9

一種地域 0.8 (1) 1.0

⑵ 地盤種別

地盤種別は同じく建設省告示第 1793号（最終改正：平成 19年国土交通省告示第 597号）

第 2の区分によるが、当該建物の基礎種別により次の 2通りの方法に区別して照合する必要

がある。ここで、剛強な杭基礎とは、長さ径比の小さい場所打ち鉄筋コンクリート杭その他の

建築物本体と一体となって挙動し得るとみなせるものであり、それ以外は「細長い杭基礎」と

判断する。

ⅰ 直接基礎及び細長い杭基礎の場合

基礎下の地盤種別により判断する。

ⅱ 剛強な杭基礎の場合

杭先端の地盤種別により判断する。この場合においてはボーリングデータにより確認

するものとし、当該柱状図の写しを確認資料として添付する必要がある。なお、建物直
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下のボーリングデータが現存しない場合、敷地周辺のボーリングデータから推測し、評

価してもよい。

⑶ 敷地条件

当該建物の敷地地盤の条件に基づき決定する。

⑷ 積雪寒冷地域

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第 7条第 5項により全国を

一級積雪寒冷地域、二級積雪寒冷地域、その他地域の 3種の区域に分けている（運用細目第

1 32）。

1)「一級積雪寒冷地域」とは、冬期平均気温零下 5度以下または積雪量 300月センチメー

トル以上の地域をいう。

2)「二級積雪寒冷地域」とは、冬期平均気温零下 5度から零度までまたは積雪量 100月セ

ンチメートル以上 300月センチメートル未満の地域をいう。

3)「その他地域」とは、一級または二級積雪寒冷地域のいずれにも該当しない地域をいう。

⑸ 海岸からの距離

海岸に近い建物は塩風害の影響を受けやすく、その影響度は海岸からの距離に比例するの

で、調査建物と海岸までの最短直線距離によって 3段階に分けて評価することになっている。

なお、途中に山などの障害物がある場合においても単純に直線距離をとってよいことになっ

ている。河口と海岸の境界は、国土地理院で定める第一橋梁を海岸線とする方法とは異なり、

周辺のごく常識に類推される範囲と河口と海岸の交差点を直線で結んだ線を海岸線とする。

　
5.2.5 調査票の作成と添付資料

⑴ 調査票

運用細目の別表を使用する。なお、調査票は原則としてインクを用いて記載することとする

が、鉛筆で記載した票を複写し調査者が署名捺印する方法も認められる。

また、各階の平面図、断面図については 1/100程度の縮尺で単線により表示し、柱や耐力

壁は他と区別できるような太線等で記載するほか、健全度等の調査位置等所要の事項を記載する。

⑵ 写真

建物の全景及び各項目について、必ずカラー写真撮影を行い確認資料として添付する（表

5.4参照）。写真は調査票に記載するデータと内容が一致する必要がある。また、健全度にあ

っては写真が立証資料として不可欠なものとなるので、撮影時には必ず測定機器が写るように

し、測定値が判別できるよう心掛ける必要がある。
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⑶ その他の資料

各測定項目別の添付資料は表 5.4により、該当するものについて作成する。

なお、これらの資料はその資料に基づいて評点の低減等を行っているときにのみ必要である。
表 5.4 添付資料

測定項目 添付書類 写真

構

造

耐

力

保

有

耐

力

水平耐力（旧耐震・耐震診断実施済み） 耐震診断報告書

水平耐力（新耐震の建物で構造上問題がある建
物）

設計図書、構造計算書

水平耐力（旧耐震・耐震診断未実施） 計算書（電算の入出力リスト等）

コンクリート圧縮強度 耐震診断報告書
（旧耐震・耐震診断実施済み）

コンクリート圧縮強度 コンクリートコア試験報告書
○

（新耐震）

コンクリート圧縮強度 コンクリートコア試験報告書
○

（旧耐震・耐震診断未実施）

層間変形角（旧耐震・耐震診断実施済み） 耐震診断報告書

層間変形角（新耐震） 設計図書、構造計算書

層間変形角（旧耐震・耐震診断未実施） 計算書（電算の入出力リスト等）

基礎構造 設計図書、構造計算書
当該地域の液状化マップ
ボーリングデータ

地震による被災履歴 被災記録

健

全

度

経年変化 施設台帳、建物登記簿、確認申請書、
学校要覧

鉄筋腐食度 測定位置図 ○

コンクリート中性化深さ
等及び鉄筋かぶり厚さ

コンクリート中性化深さ
等

測定位置図
○

塩分分析試験報告書

鉄筋かぶり厚さ 測定位置図 ○

躯体の状態 ひび割れ位置図、危険要因図 ○

不同沈下量 沈下量測定結果図 ○

コンクリート圧縮強度 コンクリートコア試験報告書 ○

火災による疲弊度 被災程度別平面図、被災記録 ○

立

地

条

件

地震地域係数 施設台帳

地盤種別 ボーリングデータ

敷地条件 敷地図

積雪寒冷地域 施設台帳、気象データ

海岸からの距離 地図 (1/25,000)

その他 建物の全景写真 ○
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第 6章 耐力度調査チェックリスト
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第 7章 耐力度簡略調査票

本耐力度簡略調査は、下記の条件を全て満たす場合に限り使用することができる。

・耐震診断が実施されておらず、診断結果を利用した耐力度調査ができない。

・延べ床面積が 200 m2未満の小規模建物である。
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Ⅰ 年 月 年 日

Ⅱ

㎡

㎡ 年 年 点

Ⓐ

点

②

③

点

Ⓑ ①

点

②

③

点

④

⑤

Ⓑ

点

⑥ 点

S1 S2 S3 S4

Ⓒ ① ② ③ ④ ⑤

被災率 S
S=St/S0

a≦1.5㎝ 1.0

1.5㎝＜a＜3㎝ 直線補間

(0.3以
下は、
0.3と
する)

㋔

0.3

0.75 0.5

1.0 0.5

無被害・
被災無し

評　　　　　価 評　　　点

1.0≦k

k=Fc/20 判　　別　　式

点
3㎝≦a 0.5

1.0

鉄 筋 腐 食 度 F

経 年 変 化 T

コ ン ク リ ー ト
中 性 化 深 さ a

躯 体 の 状 態 D

不 同 沈 下 量 φ

火 災 に よ る
疲 弊 度 S

崖　　　 地 0.9 5
Ⓒ＝

①＋②＋③＋④＋⑤

評　　　点
当該階の

判　　別　　式程　度
構 造 体 非構造材 非構造材

ランク

S＝0 1.0

0＜S＜1

1.0

煙害程度

0.9

二　種　地　域 0.85 支持地盤が著しく傾斜した敷地 0.9 ＝

三　種　地　盤 0.8 一級積雪寒冷地域

三　種　地　域 0.9

評　　　価

＝

直線補間

5

一　種　地　域 0.8 局所的な高台 海岸から5㎞以内

1.0 海岸から8㎞を超える 1.0

0.8

そ の 他 地 域
Ⓒ

二　種　地　盤 0.9 二級積雪寒冷地域 0.9 海岸から8㎞以内 0.9 ＋ ＋ ＋ ＋

0.8

評　　点

立
地
条
件

四　種　地　域 1.0 一　種　地　盤 1.0 平　坦　地 1.0

地 震 地 域 係 数 地　 盤　 種　 別 敷　地　条　件 積　雪　寒　冷　地　域 海 岸 か ら の 距 離

S＝1 0.5面積   St

㋚

評価後被災
 St=S1+S2×0.75+S3×0.5+S4×0.25 =

点1.0

評　　　　　価 評　　　点

被災床面積

変　　質 全　　焼 半　　焼 床面積 S0

ランク

部　位 内　・　外　壁 基礎梁及び基礎立上り
各部位の

ランク値の最大

部　位 柱　・　梁 壁 床

Ⓑ=(㋛×㋚)
1 ㋘ ㋙ (㋘×5)

各部位の
ランク値の最大

評　　　　　価 評　　　点

1 ㋖ ㋗ (㋖×25)

2 3

2

0.75

3

0.5

部　位 柱　・　梁 壁 床

㋛

㋔ ㋕ (㋔×20)

各部位の
ランク値の最大

評　　　　　価 評　　　点

1

  　　㋗+㋙)

　　 ａ ＝ 0.37√ｔ　＝

判　　別　　式 評　　　点

㋛=(㋑+㋓+㋕+

ランク

経過年数 t 判別式(建築時からの経過年数) 経過年数 t2 判別式(長寿命化改良後の経過年数) 評　　　点 評点合計

健

　
　
　
全

　
　
　
度

年 　T ＝ （40－ｔ）/40 ＝ 年 　T ＝ （30－ｔ2）/40 ＝
㋐ ㋑ (㋐×25)

㋒ ㋓ (㋒×25)

点

2 3

0.75

㋖

㋕ (㋔×30)

地 震 に よ る
被 災 履 歴 E

軽微 小破 中破 大破

1.0 1.0 0.95 0.9 1.0

Ⓐ=(㋗×㋖)

点
Ⓐ

0.8 0.9

木　　杭 RC杭・ペデスタル杭 直接基礎・その他杭・不明 評　　　　　価

k≦0.5 0.5

㋑

評　　　点

コンクリート
圧縮強度 k

 設計図書有り  設計図書無し 1.0

　Fc ＝　　　　　　　　　N/mm2　N/mm2 　N/mm2 0.5＜k＜1.0 直線補間

張間方向
Ｙ

1.0≦q 1.0

0.5＜q＜1.0 直線補間

q≦0.5

㋒

(

㋐
×
㋑

)

㋐ ㋓
(㋒×70)

㋗=(㋓+㋕)

点
㋗

桁行方向
Ｘ

Isi
q = qx×qy 判　　別　　式

構
　
　
　
　
　
造
　
　
　
　
　
耐
　
　
　
　
　
力

保
 

有
 

耐
 

力

水 平 耐 力
q

Is 0.9

① (a)
階 方向

構造耐震指標

(b)
設 計 基 準 強 度

基 礎 構 造 β

過去に経験した最大の被災度

評　　　点 評点合計

経過
年数

年
経過
年数

年

調
査
建
物

＋

一階面積 建築
年月

年
月

延べ面積

長寿命
化年月

年
月

種　類 被　災　年

qi =

健　　全　　度

点

Ⓒ 立　地　条　件

補　修　年 点

Ⓑ

内　　容

調
査
学
校

調査者

予備
調査者

建 物 区 分 棟 番 号 階　　数 面積

氏　名

㊞

建物の経過年数 被　　災　　歴 補　　修　　歴

Ⓐ 構　造　耐　力
耐　力　度

点

Ⅲ　　結　　果　　点　　数

職　名 一級建築士登録番号 氏　名

㊞

Ⓐ×Ⓑ×Ⓒ会社名 一級建築士登録番号

Ⅳ 学　校　種　別 Ⅴ 整 理 番 号

（表面）
都道府県名 設 置 者 名 学　校　名 学校調査番号 調　査　期　間 平成 日 ～ 平成

鉄筋コンクリート造の建物の耐力度簡略調査票
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（裏面） 　学　校　名

方位

３．平面図に、鉄筋腐食度の測定位置を記入する。

４．余白に縮尺、建築年、延べ面積を記入する。

１．調査建物の各階の平面図、断面図を単線で図示し、耐力壁は他の壁と区別できるような太線
　とする。

２．寸法線と寸法（単位メートル）を記入する。

調　査　者　の　意　見
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第 8章 耐力度簡略調査票付属説明書
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8.1 測 定 方 法

耐力度簡略調査は、「第 7章 耐力度簡略調査票」によることとし、その実施に当たっては

次頁以降の事項に留意する。また、次頁以降の留意事項以外については、原則として「第 3

章 耐力度調査票付属説明書」によるものとする。
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8.2 構 造 耐 力

ア 水平耐力

RC診断基準の第 1次診断法の手法により構造耐震指標 IS を算定し、各方向の qiを下式に

よって計算する。原則として両方向の qiを計算するが、張間方向で教室間に耐震壁が規則的

に配置されているなど、壁量が多く明らかに qi = 1.0以上と考えられる場合は、当該方向の計

算を行わず qi = 1.0とすることができる。なお、第 2次診断を実施している場合は、通常の

耐力度測定方法を基に計算を行う。

　
qi =

ISi

0.9

ただし、qiが 1.0以上の場合は、1.0とする。

ISi：Xまたは Y方向について RC診断基準の第 1次診断法により算定された IS

指標で、経年指標を T = 1.0として計算した値とする。

イ コンクリート圧縮強度

設計図書の値を採用して評価する。設計図書がない場合は、表 1に示す建設年代によるこ

とができる。なお、IS の算定時にコンクリート圧縮強度を考慮する場合には k = 1.0とする。

表 1 建築年による設計基準強度 (Fc)の推定値

建 物 建 築 年

～昭和 26年 昭和 27～29年 昭和 30～39年 昭和 40年～

Fc の推定値
(N/mm2)

14 15 18 21

ウ 基礎構造

地業種別のみの評価とする。

木杭基礎 0.8

RC杭・ペデスタル杭基礎 0.9

直接基礎・その他杭・不明 1.0
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8.3 健 全 度

ア 鉄筋腐食度：F

コンクリート表面の状況で測定し、各部位のうちの最低ランク（ランク値の最大）により評

価する。

ランク 1：特に問題ない。 1.0

ランク 2：さび汁が見られる。 0.75

ランク 3：鉄筋が露出しているか、膨張性発錆している。 0.5

測定箇所：柱、梁、壁、床

イ コンクリート中性化深さ：a

理論式（a = 0.37
√

t）を採用し、コンクリート中性化深さのみの評価とする。なお、tは建

築時からの経過年数とする。

a � 1.5 cm・・・・・・・・・・・・1.0

1.5 cm < a < 3 cm・・・・・・・・・・・・直線補間

3 cm � a ・・・・・・・・・・・・0.5

ウ 躯体の状態：D

躯体の状態のランクを簡略化し、各部位のうちの最低ランク（ランク値の最大）により評価

する。

ランク 1：ひび割れ、ジャンカがほとんど認められない。 1.0

ランク 2：1 mm未満のクラックがあるか、

部分的なジャンカが認められる。 0.75

ランク 3：1 mm以上のクラックがあるか、

表面積 30 cm角程度のジャンカが認められる。 0.5

測定箇所：柱・梁、壁、床

エ 不同沈下量：φ

内外壁等のひび割れ状況を測定し、各部位のうちの最低ランク（ランク値の最大）により評

価する。

ランク 1：不同沈下によるひび割れがほとんど認められない。 1.0

ランク 2：不同沈下によるヘアークラックがかなりあるか、

1 mm未満のクラックが認められる。 0.75

ランク 3：1 mm以上のクラックが認められる。 0.5

測定箇所：内・外壁、基礎梁、基礎立上がり
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第 9章 耐力度簡略調査チェックリスト
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